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令和元年度調達改善計画の年度末自己評価概要 

（対象期間：平成 31 年 4 月 1日～令和元年 9月 30 日） 

 

総 務 省 

 

令和元年度の調達改善計画で記載した事項毎に、以下のとおり概要を記述する。 

 

Ⅰ.１．一者応札改善のための取組 

一般競争入札の充実を図り、競争性をより一層確保するため、一者応札改善の取組を行う。 

(1) 全ての調達の改善取組（総務本省（官房会計課）、地方支分部局等の取組） 

① 公告期間等の改善 

・契約担当部局において進捗管理を行い、早期に契約の締結をし、準備期間及び執行期

間の確保に努めた。 

・一般調達案件の予定経費 1,500 万円以上、総合評価落札方式案件、企画競争及び公募

の案件は、公告期間 20 日間以上の確保に努めたるとともに、前年度調達で一者応札又

は一者応募だった調達案件については、30 日間以上の公告期間の確保に努めた。 

② 仕様書の中立性の確保等 

・調達要求部局において、複数者から下見積書の徴取を徹底し、適正な見積額の算出に

努めるとともに、特定の者が有利になることにならないよう仕様書の内容の中立性の

確保に努めた。 

③ 電子調達システムによる調達推進 

・入札者の利便性の向上、調達事務の効率化を図るため、電子調達システムの利用の促

進に努めた。 

・利用職員（他省庁を含む）及び民間の利用事業者向けの研修会を 6 月に実施し、電子

調達システムの利用環境の向上に努めた。 

・電子調達システムの利用が少ない調達部局に対しヒアリング等を実施し積極的な利用

を促した。 

④ 一者応札の検証 

・入札説明書を入手したが入札に参加しなかった者に対して、アンケート等を通じ、そ

の理由を把握し、改善策の検討を行った。 

◇取組の効果 

・一社応札率（全体）：２３．８％（平成 30 年度：２２．４％） 

・上半期契約締結率（全体）：６７．７％（平成 30 年度：６６．９％） 

※過去３年間の平均契約件数に占める割合（一般競争入札） 

・前年度１者応札の案件で 30 日間以上の公告を行った２５件のうち８件が２者以上応札

（複数応札率：２５．０％（平成 30 年度：３２．６％）） 
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・電子調達システム利用状況（第１四半期分） 

電子入札率(全体)：７７．５％（平成 30 年度：８５．１％） 

電子応札率(全体)：２５．０％（平成 30 年度：４４．７％） 

※電子入札率＝電子応札可能件数／競争入札契約締結件数  ※電子応札率＝電子応札者数／応札者数 

（総務本省では利用可能な全ての競争入札（２３３件）において、電子入札を実施） 

 

・平均落札率（全体）：９６．２％（平成 30 年度まで過去３年間の平均：９４．９％） 

※落札率＝契約額／予定価格 

◇今後の取組 

一者応札の改善に資するため、早期契約に務めたところ、過去 3 年間の平均契約件数

に占める上半期の契約件数の割合は増加し一定の成果は得られたものの、入札参加資格

の厳格化等を行ったこともあり、定量的な一者応札の改善はみられなかった。 

一者応札の結果の検証・分析を踏まえた取組の具体化、競争入札から公募随契への移

行等、抜本的な改善が必要である。 

電子応札システムの活用状況と一者応札率の相関も認められることから、調達部局毎

の個別の取組の検討が必要である。 

年度当初に年間の調達予定をホームページに掲載しているが、閲覧回数が低いことか

ら、情報発信のあり方について検討が必要である。 

 

(2) 調査・調査研究経費に係る調達（総務本省、地方支分部局等の取組） 

① (1)の取組の徹底 

② 総合評価落札方式の採用 

・専門的知識、技術及び創意等に相当程度の差異が生じる案件については、価格以外で

の競争を可能とするため、総合評価落札方式の採用に努めるとともに、選定結果の適

正化のために、契約担当部局に合議し審査を行った。 

◇取組の効果 

・一者応札率（全体）：５９．１％（平成 30 年度：５０．１％） 

・上半期契約締結率（全体）：５１．７％（平成 30 年度：５３．１％） 

※平成 30 年度の調査・調査研究経費に係る契約件数に占める割合（一般競争入札） 

・総合評価落札方式実施件数（全体）：１３１件（平成 30 年度上半期：１２１件） 

 

◇今後の取組 

本省、地方支分部局等ともに早期契約に務めたものの、調査・調査研究経費について

は、昨年度の同契約件数の実績を僅かに上回る程度の成果しか得られず、一者応札の改

善がみられなかった。 

情報通信分野における調査・調査研究経費に係る調達のなかには、特殊な技術や技法

等が必要なものもあることから、これらを精査し公募随契への移行等、抜本的に改善策

を講じる必要がある。 
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(3) 情報システムに係る調達（総務本省等） 

① (1)の取組の徹底 

② 外部有識者の活用 

・ＣＩＯ補佐官への相談結果について、官房会計課合議文書にその評価内容書等を添付

することを徹底し、仕様内容の透明性・中立性、価格の適正化に努めた。 

③ 総合評価落札方式の採用 

・仕様内容に専門的知識、技術及び創意等に相当程度の差異が生じる案件については、

価格以外での競争を可能とするため、総合評価落札方式の採用に努めた。 

◇取組の効果 

・一者応札率（全体）：７１．４％（平成 30 年度：６９．４ ％） 

・上半期契約締結率（全体）：８１．０％（平成 30 年度：６３．９％） 

※平成 30 年度の情報システム経費に係る契約件数占める割合（一般競争入札） 

・総合評価落札方式実施件数（全体）：２０件（平成 30 年度：３３件） 

 

◇今後の取組 

本省等において、早期契約に務め一定の成果は得られたものの、一者応札の改善には

つながらなかった。 

ＣＩＯ補佐官の知見も活用し、一者応札の結果の検証・分析を踏まえた取組の具体

化、競争入札から公募随契への移行等、抜本的な改善が必要である。 

 

 

Ⅰ．２．随契の見直し（総務本省及び地方支分部局等の取組） 

① 競争性のある契約への移行の検討 

・競争性のない随意契約、企画競争又は公募による随意契約について、調達担当部局に

合議し審査を行い、要件を満たしたもののみ実施に努めた。 

◇取組の効果（件数及び全契約件数に占める割合） 

①競争性のない随意契約件数（全体）及び契約締結率：１８２件（１２．８％） 

（平成 30 年度上半期 同契約件数及び同率：１９７件（１４．１％） 

※競争性のない随意契約締結率＝競争性のない随意契約件数/全契約件数 

②企画競争による随意契約件数（全体）及び契約締結率：４８４件（３４．１％）） 

（平成 30 年度上半期 同契約件数及び同率：５０５件（３６．１％）） 

※企画競争による随意契約締結率＝企画競争による随意契約件数/全契約件数 

企画競争一者応札率（全体）６２．８％（平成 30 年度：６７．５％）） 

③公募による随意契約件数（全体）及び契約締結率：８２件（５．８％） 

（平成 30 年度上半期 同契約件数及び同率：６７件（４．８％） 

※公募による随意契約締結率＝公募による随意契約件数/全契約件数 

 

◇今後の取組 

引き続き、各取組を徹底し、総務本省で実施した取組を地方支分部局等へ拡大する。 
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Ⅱ．共通的な取組について 

１． 調達改善に向けた審査・管理の強化（総務本省及び地方支分部局等の取組） 

上記Ⅰ１参照 

◇取組の成果 

 上記Ⅰ取組の成果参照 

 

◇今後の取組 

引き続き、各取組を徹底し、総務本省で実施した取組を地方支分部局等へ拡大する。 

 

２． 地方支分部局等における取組の推進（地方支分部局等の取組） 

① 一者応札改善のための取組 

   上記Ⅰ１参照 

② 随意契約の見直し 

   上記Ⅰ２参照 

◇取組の効果 

・一者応札率（地方支分部局等）：２０．１％（平成 30 年度 １８％） 

・随意契約（件数及び全契約件数に占める割合） 

競争性のない随意契約（地方支分部局等） ：９７件/１７．２％ 

（平成 30 年度 １１０件/１５．７％） 

企画競争による随意契約（地方支分部局等）：１３８件/２４．５％ 

（平成 30 年度 １１８件/１６．９％） 

公募による随意契約（地方支分部局等）  ： ３７件/ ６．６％  

（平成 30 年度 ５７件/８．１％） 

◇今後の取組 

引き続き、各取組を徹底し、総務本省で実施した取組を地方支分部局等へ拡大する。 

 

３．電力調達・ガス調達の改善（総務本省及び地方支分部局等の取組） 

調達要求部局は、入札業者の拡大のため、調達実施可能な電気事業者及びガス事業者に対し

て、声がけを積極的に行った。また、公告期間を２０日以上とすることを徹底した。 

 

 

Ⅲ．その他の取組について 

１． 共同調達（総務本省及び地方支分部局等の取組） 

 汎用的な物品等の調達については、他省庁との共同調達を引き続き推進することで、事務効率

化、契約金額の低廉化及び経費節減に努めた。 

 

２． オープンカウンター方式の活用（地方支分部局等の取組） 

 各地方支分部局等の実情を踏まえ、オープンカウンター方式の更なる拡大を行うことで、事務

効率化、契約金額の低廉化及び経費節減に努めた。 
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３．その他（総務本省の取組） 

① 旅費業務の効率化 

・IC カード乗車券利用については、継続して実施した。 

IC カード乗車券使用について、利用後に管理台帳を必ず記入させて管理を徹底した。 

② 国庫債務負担行為の活用 

・平成３１年度予算要求において、複数年度に渡る契約が可能な案件については、国庫

債務負担行為の活用の検討を行い予算要求する。 

③ クレジットカード決済による調達の推進 

・水道料金、官用車のＥＴＣ料金、外国出張先での経費について、継続してクレジット

カード払いを実施した。 

④ 会計事務職員等の スキルアップの取組 

・総務本省において、内部部局の契約担当職員を対象に早期契約、官製談合防止等のた

めの研修を６月に開催するとともに、省内の会計事務新任者対象に会計事務の基礎と

なる知識の習得、能力向上を図るための研修を１０月に実施することとしている。 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

○ ○ R1 Ｂ -
R1年
9月

一般競争入札の充実を図り、競争性をよ
り一層確保するため、一者応札改善の取
組を行う。

下記①から⑨の取組を行う。   引き続き、競争性をより一層確
保すること等により、調達の透明
性、契約金額の低廉化を図る必
要があるため。
　なお、本取組については、今年
度から、総務本省及び地方支分
部局等の取組として拡大するも
のである。

　

一者応札率が過去3カ年を下
回ることを目標とし、経費削
減を図る。
※平成30年度の率は未集計
のため、目標率は未確定(参
考値：平成27年度から平成29
年度平均：20％)。

一者応札率：２３．8％
※早期契約の取組は、平成３０年度
実績（６６．９％)に比べ上半期契約
締結率（６７．７％）は若干向上した
ものの、一者応札率は、平成３０年
度実績(２２．４％）を下回ることはで
きなかった。

　調査・調査研究や情報システム経
緯に係る一者応札率が全体を押し
上げている。
　早期契約及び履行期間の確保を
図ることで、一者応札の改善を図る
べく取り組んだところ、規程の見直し
等もあり、早期契約に至らなかった
例も多く、定量的な改善は見られな
かった。

　個々の一者応札の分析の深化、
改善方策の確実な履行、さらには公
募随契への移行等の抜本的な検討
が必要である。

（１） 全ての調達の改善取組 ① 公告期間等の改善
ア．複数の者が入札に参加できるように、早期
の契約、準備期間及び執行期間を確保できるよ
うに努める。
イ．公告期間の延長
  一般調達案件の予定経費1,500万円以上、総
合評価落札方式案件または企画競争及び公募
案件は、公告期間20日間以上の確保とする。
　また、上記以外の案件については、可能な限
り公告期間は10日間を超えた期間を確保するよ
う努める。
ウ．前回一者応札の公告期間の延長
一般調達案件の予定経費1,500万円以上、総合
評価落札方式案件または企画競争案件のうち、
前回調達で一者応札又は一者応募だった調達
案件については、原則公告期間を30日間とす
る。
エ．調達予定案件の情報提供の充実等
　調達予定案件を毎年度各契約担当部局にお
いてホームページで公表する。
　未掲載の案件については、３者以上の者へ見
積書の依頼を行う。

 

A
H24：本省
H29：地方

前年度の上半期契約締結率
（65.8％）を上回ることを目標と
する。

年度末

H24：本
省

H29：地
方

・調達要求部局において進捗管理を
行うことで、早期契約、執行機関の
確保に努めた。
・一般競争入札（特定政府調達除く）
実施にあたっては、20日間以上の
確保に努めた。
・一般調達案件の予定経費1,500万
円以上、総合評価落札方式案件ま
たは企画競争案件のうち、前回調
達で一者応札又は一者応募だった
調達案件については、公告期間を
30日間に努めた。
・調達予定案件をホームページで公
表し、情報提供に努めた。

A

一社応札率（全体）：２３．８％
（平成３０年度：２２.４％）
（参考）
一者応札率
 本省：２６．３％
  （平成３０年度：２４．９％）
 地方：２０．１％
  （平成３０年度：１８．０％）

前年度１者応札となった一般競争入
札案件について、３０日間以上の公
告を行った２５件のうち８件が２者以
上の応札となった。

上半期契約締結率（全体）：
６７．７％
（平成３０年度：６６．９％）

（参考）
上半期契約締結率
 本省：６１．２％
  （平成３０年度：５7．３％）
 地方：７２．３％
  （平成３０年度：６７．２％）

　一般競争契約件数に占める上半
期同契約件数の割合は、総務本、
地方ともに昨年度を上回った。

－
H24：本省
H29：地方

　公告期間の延長による効果は一
定程度確認されたことから、引き続
き継続する。
　早期契約及び履行期間の確保を
図ることで、一者応札の改善を図る
べく取り組んだところ、規程の見直し
等もあり、早期契約に至らなかった
例も多く、定量的な改善は見られな
かった。
　調達要求部局によって取組の濃
淡が見受けられることから、部局毎
に個別に対応を行う必要がある。

　個々の一者応札の分析の深化、
改善方策の確実な履行、さらには公
募随契への移行等の抜本的な検討
が必要である。

② 仕様内容の充実
ア．複数の者が入札に参加できるよう調達期間
について十分に配意することとし、調達要求部
局から年間の執行計画を提出させ、契約担当部
局において適切に進捗管理を行う。
イ．過去に実績のある者しか応札できないような
仕様とならないよう、又、特定の者が有利になる
仕様とならないよう、仕様書を記載し複数の者が
参加可能な仕様とする。
ウ．役務調達等の年間契約において、新規参入
者の参入を阻害しないよう既存事業者との業務
の引き継ぎ、ノウハウの蓄積のための十分な準
備期間の確保を明記するなど仕様内容を充実さ
せる。
エ．入札要件について、真に調達に必要な要件
であるか検討を行う。

 

 

　全ての調達について、②か
ら⑦の要件を満たすよう取組
を行う。
　特に「③ 仕様書中立性の確
認」の取組において、調達要
求時においての複数者からの
見積書添付の徹底を図り、更
なる仕様内容の中立性の確
保に努める。

・複数の者が入札に参加できるよう
公告期間について十分に配意する
こととし、要求部局から年間の執行
計画を提出させ、契約担当部局に
おいて進捗管理に努めた。

A

　 　調達要求部局から年間の執行計
画を提出させ、契約担当部局におい
て適切に進捗管理を行うこととした
が、定量的な効果は得られなかった
が、　調達要求部局に競争性を確
保するための取組の必要性が広く
認識された。

　調達要求部局によって取組の濃
淡が見受けられることから、部局毎
に個別に対応を行うことで改善が期
待できる。

　各取組を徹底することにより、競
争性の向上を図る。
　また、早期の調達準備が極めて重
要であることから、本省会計課から
助言等を行うことで、重層的な管理
に努める。

③ 仕様書中立性の確認
　　前年度までの取組を踏まえ、更なる仕様内
容の中立性の確保のため、契約担当部局への
合議文書に、複数者からの見積書の添付を義
務付けることで、仕様内容の中立性の確認を行
う。

 

 
H24：本省
H30：地方

 

　

H24：本
省

H30：地
方

　仕様内容の中立性について、契約
担当部局に合議し審査を行ってい
る。また、合議文書に複数者の見積
書の添付を義務付けることで、仕様
書の内容の特殊性を排除し汎用的
なものとなるよう努めつつ、審査に
おいても、競争が確保されるよう重
ねて精査を行うことで、仕様内容の
中立性の確認を行った。

A

一般競争入札契約件数（全体）：
６７２件(４７．３％)
（平成３０年度上半期：
６２８件(５０．３％））

－
H24：本省
H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、競争入札への参加者の増加
による競争性の向上が期待できる。

　各取組を徹底することにより、競
争性の向上を図ることとし、引き続
き実施していく。

④ 契約額の適正化及び低廉化
　  前年度までの取組を踏まえ、更なる経費節減
及び適正な予定価格算定のため、上記③の見
積書、さらに調達要求部局での経費算出調書の
添付を義務付け、予定価格算出の資料として活
用し契約金額の適正化及び低廉化を図る。

 

 

 

　

　これまでの調達実績や見積書等を
参考に適正な予定価格を算定する
ことにより、契約金額の適正化及び
低廉化に努めた。

A －

　標準単価やこれまでの調達実績
等を参考に適正な予定価格設定手
法について引き続き検討を行う。

　引き続き各取組を徹底することに
より、契約金額の適正化及び低廉
化が期待できる。
なお、過去の調達実績を容易に参
照可能な仕組の構築が望まれる。

　各取組を徹底することにより、契
約金額の適正化及び低廉化を図る
こととし、引き続き実施していく。

○

⑤事前審査
ア． 全ての調達案件については、原則、契約担
当部局に合議して、Ⅲ．１．の全ての取組内容
が適正に行われているかチェックを徹底し、事前
審査を行う。
イ．数多くの取引価格の比較がインターネット及
び刊行物を利用して容易にできる大量生産品に
ついて、市場価格よりも大幅に高額で調達して
いるケースがないかチェックし、合理的理由の存
否を確認する。

H29：本省
H30：地方

H29：本
省

H30：地
方

　契約担当部局に合議し審査を行っ
ている。
　インターネット等を利用し、市場価
格の把握に努め、適正な予定価格
の設定に努めた。

A －

　官房会計課（総務本省）及び各契
約担当課（地方支分部局等）に合議
し審査行ったところ、調達要求部局
においても
　インターネット等を利用し、市場価
格の把握に努め、適正な予定価格
の設定に努めている。 H29：本省

H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、適正な予定価格を設定するこ
とで、契約金額の適正化及び低廉
化が期待できる。

　各取組を徹底することにより、契
約金額の適正化及び低廉化を図る
こととし、引き続き実施していく。

調達改善計画 令和元年度上半期自己評価結果（対象期間：４月１日～９月30日）

実施した取組内容 進捗度難易度
取組の
開始年

度

実施において
明らかとなった

課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の目標

難易度具体的な取組内容
取組の

開始年度
重点的な取組の

選定理由
取組の項目

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

（記入
例）
A＋

Ⅲ．１．一者応札改善のための取組（総務本省及び地方支分部局等の取組）

様式１



⑥一者応札の検証
ア．結果として一者応札となった調達について、
契約担当部局において、原因究明を行う。
イ．類似の案件で前年度に一者応札の案件に
ついて、原因を点検することにより競争性のある
調達の実施に反映させるため、入札説明書等を
受け取った者で入札に参加しなかった者に対し
て、アンケート調査を実施し入札に参加しなかっ
た理由を把握、分析し、関係者間で共有するとと
もに次回の調達時に改善を図る。

 

 
H24：本省
H30：地方

 

　

H24：本
省

H30：地
方

　入札説明書を受け取ったが入札
に参加しなかった者については、そ
の理由の把握に努め、次回の調達
に参考として活用した。

A

一者応札率（全体）：２３．８％
（平成３０年度：２２．４％）

（参考）
一者応札率
 本省：２６．３％
  （平成３０9年度：２４．９％）
 地方：２０．１％
  （平成３０年度：１８．０％）

－
H24：本省
H30：地方

　一社応札の検証結果等を踏まえ
た原因分析を確実に実施し改善方
策を検討することが重要。
　調達要求部局と調達部局が連携
し、実効ある取組につなげることが
必要である。

　一者応札の検証をより厳格化する
とともに、調達要求部局において
は、調達部局の助言等を得ながら
その原因を分析、改善方策等を検
討し、調達部局において確認する等
の取組の検討が必要である。

○

⑦事後審査・管理
ア．一者応札となった調達について、総務省契
約監視会における外部有識者の意見を求める。
イ．上記アに基づいて改善策を取りまとめの上、
契約担当部局及び調達要求部局あて通知し次
回の調達の際の参考とするよう要請を行う。

 
H29：本省
H30：地方

 

H29：本
省

H30：地
方

　総務省契約監視会の指摘を受け
たものについては、契約担当部局
及び調達要求部局に対し通知し改
善を促すこととしている。

A －

　特に地方支分部局においては、競
争性を確保する意識の醸成が進み
つつある。

H29：本省
H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、契約金額の適正化及び低廉
化が期待できる。

　各取組を徹底することにより、契
約金額の適正化及び低廉化を図る
こととし、引き続き実施していく。

⑧企画競争の適正化
　前年度までの取組を踏まえ、更なる選定基準
及び選定過程の明確化、選定結果の透明化の
確保のため、会計課が定めた選定基準に基づ
き、採点項目について、過去の実績を過度に評
価しないよう、又、特定の者が有利にならないよ
う取組を行う。

 

 
H24：本省
H29：地方

前年度の一者応募率を下回る
ことを目標とする。
※平成30年度の率は未集計
のため、目標率は未確定（参
考：平成29年度(70％研究開
発委託費に係る継続案件をふ
くむ。）。

H24：本
省

H29：地
方

　評価項目設定、選定結果の適正
性について、官房会計課（総務本
省）及び契約担当課（地方支分部局
等）に合議し審査を行った。

A

企画競争一社応募率：６２．８％
（平成３０年度：６７％）
一社応募率は改善傾向にある。

－
H24：本省
H29：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、評価項目設定・選定結果の適
正性の向上が期待できる。

　各取組を徹底することにより、評
価項目設定・選定結果の適正性の
向上を図ることとし、引き続き実施し
ていく。

⑨電子調達システムによる調達の推進
 遠隔地においても入札参加を可能とする等の
ため、電子調達システムを利用することを原則と
し、公告内容を登録することにより応札希望者
がインターネットから閲覧し、また電子入札を可
能とし入札者の拡大を図る。
 電子調達システムを普及啓発するために、民間
側及び省庁側の利用者講習会の充実等を図
る。

 

 H29

 電子調達システムを普及啓
発し、一者応札率を下げるた
めに、入札説明書受領者数の
増加とする。
　また、前年度の応札者率を
上回ることを目標とする。
※平成30年度の率は未集計
のため、目標率は未確定（参
考：平成29年度(42％）。

H29

 電子調達システムを普及啓発のた
め、パンフレットの配布、インター
ネットによる周知に努めるとともに、
民間側及び省庁側の利用者講習会
の充実に努めた。
　利用率が低調な調達部局に対し、
ヒアリング等を行い利用の推進に努
めた。

A

電子調達システム入札利（全体）：
７７．５％（平成29年度：８５．１％）
（参考）
総務本省では利用可能な全ての一
般競争入札（２３３件）において、電
子入札を実施
以上、第１四半期分

－ H29

　利用が低調な調達部局において
は、紙入札との混在によるトラブル
や煩雑さ、職員の同システムへの習
熟不足等によることが判明。

　電子調達システムの担当部局とも
連携し取組事例の共有を図り、積極
的な利用を促すことがととともに、電
子調達システムの改善点等の把握
に努め、同システムの更改時等に
反映されるよう関係部局に働きかけ
ることとする。

　 （２）調査・調査研究経費に係る調達 ①複数の者が入札に参加できるよう請負期間に
ついて十分に配意することとし、調達要求部局
から年間の執行計画を提出させ、調達担当部局
は、調達要求部局と連携し適切な進捗管理を行
う。
 

平成29年の一者応札件数の4割
以上を調査・調査研究経費に係る
調達が占めているため。

A H31：本省

発注時期、請負期間の改善の
ため、契約総件数に占める上
半期の契約件数の比率が前
年度（52％）を上回るよう取組
を行う。

年度末

　

H31：本
省

　早期の契約締結に努め、準備期
間及び執行期間の確保に努めてい
る。
　また、年間の調達計画について、
年度当初にHPで公表し、発注情報
の早期発信を行い、準備期間の確
保を図っている。 A

一般競争入札上半期契約締結率
（全体）：５１．７％
（平成３０年度：５３．１％）

－ H31：本省

　引き続き早期調達、履行期間の確
保に努め、一者応札の改善状況等
を見極めることとし、また、HPの閲
覧状況等を分析し、その効果をあら
ためて検証することが必要。

　左記の検証等を踏まえ新たな方
策の検討が必要である。

②過去に実績のある者しか応札できないような
仕様とならないように、調査対象内容、手段、手
法及び研究会開催回数などを仕様書に詳細か
つ明確に記載するとともに、多様な調査検討項
目を有するようなものは、適切な調達単位に分
割した上、適切な入札方式を選定すること。

 

 
H24：本省
H30：地方

全ての調達について、要件を
満たすよう取組を行う。

年度末

H24：本
省

H30：地
方

　仕様内容の中立性確保のため、
官房会計課合議文書に複数者の見
積書の添付を義務付けることで、仕
様内容の中立性の確認を行ってい
る。 A

　仕様内容の中立性確保のため、
官房会計課合議文書に複数者の見
積書の添付を義務付けることで、仕
様内容の中立性の確認を行ってい
る。

H24：本省
H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、仕様内容の中立性確保が期
待できる。

　各取組を徹底することにより、競
争性の向上を図ることとし、引き続
き実施していく。

③最低落札方式を原則とするが、専門的知識、
技術及び創意等に相当程度の差異が生じる案
件については、総合評価落札方式を採用するこ
とができる。

 

 
H24：本省
H30：地方

選定基準及び選定過程の明
確化、選定結果の透明化の確
保に努めることとし、全ての調
達が会計課が定めた選定基
準等を満たすよう取組を行う。

年度末

H24：本
省

H30：地
方

　仕様内容において、専門的知識、
技術及び創意等に相当程度の差異
が生じる案件については原則、総合
評価落札方式を採用する。

A

総合評価落札方式実施件数：
１３１件
（平成３０年度上半期：１２１件） －

H24：本省
H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、競争入札への参加者の増加
による競争性の向上が期待できる。

　各取組を徹底することにより、競
争性の向上を図ることとし、引き続
き実施していく。

④総合評価落札方式において、前年度までの
取組を踏まえ、更なる選定基準及び選定過程の
明確化、選定結果の透明化の確保のため、会
計課が定めた選定基準に基づき、類似実績や
研究員の従事経験を技術項目とする場合、過去
の実績を過度に評価しない配点とするよう取組
を行う。
 

 

 
H29：本省
H30：地方

　

 

H29：本
省

H30：地
方

　評価項目設定、選定結果の適正
性について、官房会計課に合議し審
査を行っている。

A －

　総合評価落札方式による全ての
案件について、契約担当部局に合
議し審査を行っている。

H29：本省
H30：地方

　引き続き各取組を徹底することに
より、評価項目設定・選定結果の適
正性の向上が期待できる。

　各取組を徹底することにより、評
価項目設定・選定結果の適正性の
向上を図ることとし、引き続き実施し
ていく。

　 （３） 情報システム経費に係る調達 ①予定価格が10万SDR以上と見込まれる調達
案件は、CIO補佐官との相談を実施し、相談結
果について調達決裁にその評価内容書等を添
付する。

平成29年度の一者応札件数の約
３割、契約金額の約６割を情報シ
ステム経費に係る調達が占めて
いるため。

A H31：本省 年度末

　

H31：本
省

左記の取組を進めるため関係課室
と協議し課題の把握に努めた。

H31：本省  

②予定価格が８0万SDR以上と見込まれ、総合
評価落札方式を採用するものは、CIO補佐官に
よる提案書審査を行う（以上平成31年度に調達
手続を開始するものを対象とする。）。

H31：本省
H31：本
省

左記の取組を進めるため関係課室
と協議し課題の把握に努めた。

H31：本省

③情報システムの保守･運用等の年間契約にお
いて、新規参入者の参入を阻害しないよう既存
事業者との業務の引き継ぎ、ノウハウの蓄積の
ための十分な準備期間の確保、仕様内容の充
実等。

 

 H30：本省  
H30：本
省

左記の取組を進めるため関係課室
と協議し課題の把握に努めた。

H30：本省  

④最低落札方式を原則とするが、仕様内容にお
いて、専門的知識、技術及び創意等に相当程度
の差異が生じる案件については、総合評価落札
方式を採用することもできる。

 

 
H24：本省
H30：地方

 

H24：本
省

H30：地
方

　評価項目設定、選定結果の適正
性について、官房会計課（総務本
省）及び契約担当課（地方支分部局
等）に合議し審査を行った。

H24：本省
H30：地方

 

　全ての調達について、①か
ら③の要件を満たすよう取組
を行う。
　特に②の仕様内容の充実の
徹底を図り、更なる仕様内容
の中立性の確保に努める。



○ ○ 　  

　競争性のない随意契約によらざるを得
ない案件については、競争性のある契約
への移行や価格面等の適正化を図るべ
き余地がないか引き続き精査を行う。ま
た、企画競争や公募については、一般競
争入札と比して、これらの方式によること
の妥当性、一般競争への移行の可否等
について十分な検討を行う。

下記①から②の取組を行う。 引き続き、調達の透明性確保の
ため、競争性のある契約への移
行等について、精査を行う必要が
あるため。

A
H24：本省
H30：地方

前年度の競争性のない契約
率を下回ることを目標とし、経
費削減を図る。
※平成29年度の率は未集計
のため、目標率は未確定(参
考：平成28年度10％）。

H24：本
省

H30：地
方

 

①競争性のある契約への移行や価格面等の適
正化を図るべき余地がないか検討を行う。

　

　
H24：本省
H30：地方

前年度の競争性のない契約
件数割合を下回ることを目標
とする。
※平成29年度の率は未集計
のため、目標率は未確定（参
考 平成28年度 10％）

年度末

H24：本
省

H30：地
方

　競争性のない随意契約は、全て随
意契約の要件を満たしたもの限り実
施した。 A

競争性のない随意契約（全体）：
１８２件/１２．８％
（平成３０年度上半期：
１９７件（１４．１%）)

－ 年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、　調達の透明性の確保が期待
できる。

　各取組を徹底することにより、　調
達の透明性の確保を図ることとし、
引き続き実施していく。

②企画競争や公募については、一般競争入札
と比して、これらの方式によることの妥当性、一
般競争への移行の可否等について検討を行う。

 

 
H24：本省
H30：地方

契約総件数に占める企画競
争の比率が前年度を下回るこ
とを目標とする。
※平成29年度率は未集計の
ため、目標率は未確定（参考：
平成28年度 24％）。

年度末

H24：本
省

H30：地
方

　随意契約、又は公募の要件を満た
しているか契約担当部局に合議し
審査を行い、　要件を満たしたもの
のみ公募又は随意契約を行ってい
る。 A

企画競争による随意契約（全体）：
４８４件（３４．１％）
（平成３０年度上半期：
５０６件（３６．１%）)
企画競争一者応札率：６２．８％
（平成３０年度：６７．５％)

－ 年度末

　引き続き、随意契約又は公募の要
件を満たしているか、契約担当部局
に合議し審査を行いことにより、調
達の透明性の確保が期待できる。

　随意契約又は公募の要件を満た
しているか、契約担当部局に合議し
審査することにより、調達の透明性
の確保を図ることとし、引き続き実
施していく。

　 ○ 　  －

調達改善に向けた審査・管理の強化につ
いては、上記Ⅲ．１及びⅢ．２により取組を
実施する。

①事前審査
　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤により実施する。

A H30

　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤により実
施する。

H30 － A －

　競争性を確保する意識の醸成が
進みつつある。

年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、適正な予定価格を設定するこ
とで、契約金額の適正化及び低廉
化が期待できる。

　各取組を徹底することにより、契
約金額の適正化及び低廉化を図る
こととし、引き続き実施していく。

②事後審査・管理
　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑦により実施する。 A H30 

　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑦により実
施する。 H30 － A － － 年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、契約金額の適正化及び低廉
化が期待できる。

　各取組を徹底することにより、契
約金額の適正化及び低廉化を図る
こととし、引き続き実施していく。

③検証
ア．上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤から⑦の取組が、十分
に連携が図れながら、効果的に運用されている
かについて、官房会計課が検証する。
イ．上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤から⑦の取組及びⅢ．２
の取組において、改善の効果的が見込める取
組については、官房会計課が取りまとめし、省
内で情報共有する。

A H30 

　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤から⑦
の取組が、十分に連携が図れ
ながら、効果的に運用されて
いるかについて、官房会計課
が検証を行う。
　上記Ⅲ．１．(Ⅰ)．⑤から⑦
の取組及びⅢ．２の取組にお
いて、改善の効果的が見込め
る取組については、官房会計
課が取りまとめし、省内で情報
共有する。

H30 

契約監視会における指摘等を踏ま
え各調達部局等へ周知を図り取組
の強化を図った。

A － 年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、　調達の透明性の確保が期待
できる。

　各取組を徹底することにより、　調
達の透明性の確保を図ることとし、
引き続き実施していく。

　  

○ ○

（１）一者応札改善のための取組
　　（再掲　　上記記載のⅢ．１．（１））

上記記載のⅢ．１．（１）のとおり取組を実施  引き続き、競争性をより一層確保
すること等により、調達の透明性、
契約金額の低廉化を図る必要が
あるため。
　なお、本取組については、今年
度から、全ての項目について地方
支分部局等の取組として拡大する
ものである。

A H30

上記記載のⅢ．１．（１）のとお
り取り組みを実施

年度末 ○ H30

　仕様内容の中立性について、契約
担当部局に合議し審査を行ってい
る。また、合議文書に複数者の見積
書の添付を義務付けることで、仕様
内容の中立性の確認を行っている。 A

一者応札率（地方支分部局等）：
２０．１％
（平成３０年度 ：１８．０％）

年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、競争入札への参加者の増加
による競争性の向上が期待できる。

　各取組を徹底することにより、競
争入札への参加者の増加による競
争性の向上を図るため、引き続き実
施していく。

○ ○

（２）随意契約の見直し
　　（再掲　　上記記載のⅢ．２）

上記記載のⅢ．２のとおり取組を実施  競争性をより一層確保すること等
により、調達の透明性、契約金額
の低廉化を図る必要があるため。
　なお、本取組については、今年
度から、地方支分部局等の取組と
して拡大するものである。

A H30

上記記載のⅢ．２のとおり取り
組みを実施

年度末 ○ H30

　随意契約、又は公募の要件を満た
しているか契約担当部局に合議し
審査を行い、　要件を満たしたもの
のみ公募又は随意契約を行った。

A

随意契約（件数及び全契約件数に
占める割合）

競争性のない随意契約（地方支分
部局等） ：　９７件/１７．２％
（平成３０年度上半期 ：
９６件/１９．０％）

企画競争による随意契約（地方支
分部局等）：１３８件/２４．５％
（平成３０年度上半期 ：
１０７件/２１．２％）

公募による随意契約（地方支分部
局等）　 ：　３７件/　６．６％
（平成３０年度上半期 ：
３４件/　６．７％ ）

年度末

　引き続き各取組を徹底することに
より、　調達の透明性の確保が期待
できる。

　各取組を徹底することにより、　調
達の透明性の確保を図ることとし、
引き続き実施していく。

　 ○ 　  

電力及びガスの小売全面自由化により、
小規模庁舎に係る電力調達及びガス調達
においても複数会社が供給し得る環境と
なっていること等を踏まえ、電力調達・ガス
調達について、取組を実施する。

①調達要求部局は、入札業者の拡大のため、
調達実施可能な電気・ガス事業者に対して、声
がけを積極的に行う。
②公告期間を２０日以上とすることを徹底する。
③近隣の庁舎との共同調達の検討を行う。

A H29

前回調達の契約金額を下回る
ことを目標とし経費削減を図
る。

年度末 H29

　調達要求部局は、入札業者の拡
大のため、左記の対応に努めた.

　

－ 年度末

　引き続き各取組を徹底すること
で、経費削減を図ることが期待でき
る。

　各取組を徹底するとともに、調達
部局間での情報共有を図る。

【難易度】
「調達改善の取組指針」を踏まえて、取組ごとに以下の指標に基づき難易度を設定。
・A＋：効果的な取組
・A　：発展的な取組
・B　：標準的な取組

Ⅳ．２． 地方支分部局等における取組の推進（地方支分部局等の取組）

Ⅳ．３．電力調達・ガス調達の改善（総務本省及び地方支分部局等の取組）

Ⅲ．２．随意契約の見直し（総務本省及び地方支分部局等の取組）

Ⅳ．１． 調達改善に向けた審査・管理の強化（総務本省及び地方支分部局等の取組）

年度末



定量的 定性的

継続 - - -

継続 　

関係省庁とともに検討中である。

継続
各調達部局の状況に応じて取り
組みを推進した。

継続
各調達部局の状況に応じて取り
組みを推進した。

継続

２．オープンカウンター方式の活用（地方支分部局）
　各地方支分部局等の事情が異なることから、活
用のメリット、デメリットを検討の上、少額の調達が
多数を占める支分部局では拡大を行う。
　①既に活用している契約担当課室は、改善の検
討を行う。
　②未活用の契約担当部局は、活用の検討を積極
的に行う。

　汎用的な物品である備品・消耗品及び汎用的な
役務である雑役務の調達については、他省庁との
共同調達を引き続き推進する。
　①共同調達の更なる推進を図る。
　②調達の回数を減らすことにより事務効率化を図
る。
　③更なる品目の追加を図る。
　④更なる共同調達を行う官署を追加する。

その他の取組

１．共同調達（総務本省及び地方支分部局等の取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

調達改善計画 令和元年度上半期自己評価結果（対象期間：４月１日～９月30日）

３．その他（総務本省の取組）
　① 旅費業務の効率化
　　 ICカード乗車券の利用を促進し、効率的な旅費
業務を行う。

　② 国庫債務負担行為の活用
    複数年度にわたる契約を行うことにより、調達価
格の低減が期待できる案件について、国庫債務負
担行為の検討を行う。

様式２



継続
各調達部局の状況に応じて取り
組みを推進した。

継続 ○

総務本省において、内部部局の
契約担当職員を対象に早期契
約、官製談合防止等のための研
修を６月に開催した。
また、省内の会計事務新任者対
象に会計事務の基礎となる知識
の習得、能力向上を図るための
研修を１０月に実施することとして
いる

　③ クレジットカード決済による調達の推進
　　海外出張、、高速料金及び公共料金（水道）の
支払いについて、事務効率化の観点からクレジット
カード決済による調達を実施する。

　④会計事務職員のスキルアップの取組
  　・契約事務・会計事務について、必要な研修を
実施する。
 　 ・調達マニュアルの充実化を図る。



外部有識者の氏名・役職【　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　意見聴取日【　　　　　】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○一者応札の改善に向け、分析・検証結果等を踏まえた改
善策を調達部局においてフォローするともに、課題とされて
いる公募随契への移行について、次期調達改善計画に盛り
込む方向で検討することとしているが、こうした取組を推進
するに際して留意すべき事項、他に取り組むべき事項や参
考とすべき事項等についてご意見をお聞かせ願います。

○調達予定案件について、HPでの公表等を行っているもの
の必ずしも十分な効果が得られているか疑問である。
電子調達システムの活用は、競争性を確保する上で有効な
手段であるが、情報発信の方法等についてご意見をお聞か
せ願います。

○官公需や障害者就労施設等からの物品等の調達等、特
定の政策目的を達成するための公共調達の活用（以下「付
帯的政策」という。）について、所管省庁から積極的な取組
が求められている。
　総務省では、一部の調達案件の入札資格に法定雇用率
以上の障害者を雇用していること等を盛り込み試行運用を
行ったところ、入札に参加できなかった者からスタートアップ
企業を排除しているとの意見があり、また、試行した調達は
一者応札になり、競争が阻害されていることも考えられる。
付帯的政策の優先順位、取り組む上で留意すべき事項等
についてご意見をお聞かせ願います。

○上記のほか、本取組結果や次期調達改善計画への反映
すべき点等、ご意見をお聞かせ願います。

　 　

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：４月１日～９月30日）

様式３
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